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予算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和５年１２月７日（木） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    斧田 秀明    副委員長   䭜本  馨 

        委  員    建石 良明           西田いく子 

                藤井千代美           森田 忠彦 

                村井 浩二           䭜本 博之 

                中村 直幸 

        議  長    山田  強 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  田中 祐二   総務財政課長  小南 考弘 

        副 町 長  齋藤 健吾   自治防災課長  䭜中 一嘉 

        教 育 長  中道 雅夫   住民人権課長  木村 厚江 

        政策総務部長  小角 孝彦   環境農林課長  木下 明紀 

        まちづくり推進部長  村上 正規   子育て支援課長  川久保みのり 

        健康福祉部長  子安 逸二   福祉介護課長  䭜本 知也 

        教 育 次 長  池田 貴則   いきいき健康課長  堀内 孝茂 

        秘書政策課長  西本 武史   保険医療課長  松岡 健一 
 
                        教育総務課長         企画担当課長  小泉 大吾           武部 勝浩 
                        兼学校給食Ｃ所長 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）議案第42号 令和５年度太子町一般会計補正予算（第９号） 
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午前 ９時３０分 開 会 

○斧田委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、予算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 予算常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、早朝よりご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、議案第４２号、令和５年度太子町

一般会計補正予算（第９号）の１件でございます。何とぞよろしくご審議をいただき、

ご議決賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさ

せていただきます。 

○斧田委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 これより委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 マイクの調子が悪いそうですので、一旦休憩という形にさせていただきます。 

午前 ９時３１分 休 憩 

                                        

午前 ９時３５分 再 開 

○斧田委員長 これより、委員会を再開いたします。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、補正予算案件が１件でございます。ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議案第４２号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第９号）、これを議

題といたします。 

 順次説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 

 それでは、議案第４２号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第９号）についてご

説明申し上げます。 

 補正予算書の１頁をお願いいたします。 
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 第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、第１項の既定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ７千６１４万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６５億

３千１４７万９千円とするものでございます。 

 第２条の債務負担行為の補正でございますが、４頁をお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正として表を添付しております。債務負担行為の追加としまし

て、職員定期健康診断事業、教職員定期健康診断事業は、町職員と教職員の定期健康診

断をとくとく健診と同時期に入札を実施するため、債務負担の期間及び限度額を定める

ものでございます。 

 また、債務負担行為の変更でございますが、とくとく健診事業の予約枠増加とともに、

府の健診についても、同時入札を実施するため、限度額を変更するものでございます。 

 第３条の地方債の補正でございますが、５頁でございます。 

 第３表地方債補正、地方債の廃止で、消防設備整備事業に係る地方債を各市町村で発

行を予定していましたが、柏原羽曳野藤井寺消防組合において一括して発行することと

なりましたので、廃止するものでございます。 

 続きまして、歳出の補正内容についてご説明申し上げます。１０頁、１１頁をお願い

いたします。 

 今回補正のうち、１款の議会費から、最後９款の教育費まで、職員人件費、秘書政策

課配当の個別内容についての説明は省略させていただき、職員人件費の全体的な内容を

総括して説明に代えさせていただきます。 

 まず、職員人件費全体の補正額は４千８３９万６千円の増額で、うち職員給料で８０

８万６千円の減額、職員手当等で６千４６万３千円の増額、共済費で３９８万１千円の

減額となっております。今回の補正予算は、人事異動等に伴う人件費の精査による増額

補正となってございます。 

 主な要因は、中途退職者が生じたことによる新規採用職員との差異等による減額や、

病気休業及び育児休業職員の給与の減額などがあるものの、増額要因としましては、人

事院勧告に影響した増額のほか、自己都合退職者による退職手当の増額などでございま

す。 

 続きまして、人件費以外で、政策総務部が所管する補正内容でございますけれども、

２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費、補正額９０１万７千円の増額は、事業別

区分１の企画一般事業、１８節負担金補助及び交付金で１千万円の増額は、三世代同
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居・近居支援補助金で、住宅開発等に伴い、申請件数の増加を見込んでございます。 

 事業別区分６の新型コロナウイルス感染症対策事業、１８節負担金補助及び交付金で、

９８万３千円の減額は、金剛自動車のバス事業廃止により、公共交通事業者燃料価格高

騰対策支援金の見送りに伴う減額補正でございます。 

 次頁、１２頁１３頁をお願いいたします。 

 ３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、事業別区分２の戸籍住民登録事業で、補

正額４７３万円の増額は、１２節委託料で電算機器・プログラム変更委託料、戸籍等へ

の氏名の振り仮名表記に係るシステム改修に要する経費でございます。 

 少し飛びまして、２２、２３頁をお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、２目常備消防費、補正額６千６１４万４千円の減額は、事

業別区分１の常備消防事業、１２節委託料で、補正額１２１万５千円は、富田林市消防

本部の令和４年度決算に基づく消防事務委託料の精算に伴う増額と、事業別区分２の常

備消防広域化事業６千７３５万９円の減額で、１８節負担金補助及び交付金で、指令セ

ンター改修費用負担金６千３２８万８千円と、はしご車購入費用負担金４０７万１千円

を減額するもので、これは柏原羽曳野藤井寺消防組合で全額を負担し、一括して地方債

を発行することが確認できたことに伴い、負担金を徴収しないこととなったものでござ

います。 

 次に、歳入でございます。８頁、９頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金、

補正額１千２５万２千円の増額は、社会保障・税番号制度システム整備補助金でござい

ます。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入金、

補正額８千４１０万３千円の増額は、財政調整基金繰入金にて財源調整を行っておるも

のでございます。３目ふるさと太子応援基金繰入金、１節ふるさと太子応援基金繰入金、

補正額１千万円の増額で、三世代同居・近居支援補助事業への繰入金でございます。 

 ２２款町債、１項町債、４目消防債、１節消防債、補正額６千７２０万円の減額は、

地方債の補正でご説明しましたが、柏原羽曳野藤井寺消防組合において一括発行するこ

とにより減額するものでございます。 

 以上が、政策総務部が所管します補正内容でございます。 

○子安健康福祉部長 続きまして、健康福祉部が所管いたします補正予算の内容について
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ご説明申し上げます。 

 まず、歳出予算から説明させていただきます。補正予算書の１４、１５頁をお願いい

たします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目障がい福祉費、補正額４千９９８万２千円の増額

のうち、事業別区分１、障がい福祉管理事業で２０９万円の増額。これは令和６年度に

行われます障がい福祉サービスなどの報酬改定に向けて、電算システムの改修経費とし

て１２節委託料の電算機器・プログラム変更委託料を２０９万円増額いたしております。 

 次に、事業別区分３、障がい者自立支援給付等事業の４千７８９万２千円の増額は、

障がい者総合支援法に基づく居宅介護や行動援護などの各種障がい福祉サービスに対す

る給付が、令和５年度当初予算編成時の見込みを上回っており、今後予算に不足を生じ

る見込みとなったことから、１９節扶助費の介護給付・訓練等給付費を４千７８９万２

千円増額するものでございます。 

 次に、７目子ども医療助成費、補正額２４９万３千円の増額は、事業別区分１、子ど

も医療費助成事業で２４９万３千円の増額。これは、子育て世帯の負担軽減や子どもた

ちの健全な育成を目的に、高校卒業までの年齢のお子さんの医療費に対する助成事業で、

こちらも助成額が令和５年度当初予算編成時の見込みを上回っており、予算に不足を生

じる見込みとなったことから、１９節扶助費の子ども医療助成費を２４９万３千円増額

するものでございます。 

 次の頁、１６、１７頁をお願いいたします。 

 １１目介護保険費、補正額４１０万５千円の減額。このうち、事業別区分２、介護保

険特別会計繰出金事業で２４２万円の増額は、令和６年度に行われる介護報酬等の改定

に伴う電算システムの改修に要する経費に係る財源として、一般会計から介護保険特別

会計に繰り出すもので、２７節繰出金の事務費等繰出金を２４２万円増額するものでご

ざいます。 

 次に、２項児童福祉費、４目児童福祉費、補正額１６０万９千円。このうち、事業別

区分３、児童虐待防止事業１９９万７千円の増額は、支援が必要な児童や妊産婦等に対

して、より効果的な支援に確実につなげることを目的として、令和６年度から全ての市

町村に作成が義務づけられるサポートプラン作成に必要な児童家庭相談システムの端末

増設のための経費として、１０節需用費の消耗品４万円のほか、ノートパソコン等の端

末の増設費用として１２節委託料の児童家庭相談システム導入委託料１８２万７千円に
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加え、令和６年度から専門職の増員を予定していることに伴い、事務机等の購入経費と

して１７節備品購入費を１３万円増額いたしております。また、事業別区分５、保育所

等巡回支援児童個別支援事業６１万２千円の増額は、子育て支援課の会計年度任用職員

である保育士１名が１２月から産休を取得することから、代替保育士を雇用するため、

１節報酬の会計年度任用職員報酬を５９万２千円、８節旅費の通勤費用弁償を２万円、

それぞれ増額いたしております。 

 更に、事業別区分１２、新型コロナウイルス感染症対策事業の１００万円の減額は、

令和５年度補正予算（第３号）にて計上し、本年６月の第２回定例会でご議決をいただ

きました子ども食堂などの子どもの居場所づくり活動を行っている団体への、物価高騰

への支援である子ども食堂支援事業補助金の申請期間が終了し、事業費が確定したこと

を受けて、１８節負担金補助及び交付金の子ども食堂支援事業補助金を１００万円減額

するものでございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。補正予算書の８、９頁をお願いいたします。 

 一番上の１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正額２千３

９４万６千円は、障がい者自立支援給付等事業に対する国庫負担金で、１節社会福祉費

負担金の介護給付・訓練等給付費等負担金で、２千３９４万６千円を増額いたしており

ます。なお、負担割合は２分の１でございます。 

 続きまして、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額１０４万５千円は、障

がい福祉管理事業に計上いたしました障がい福祉サービスの報酬改定等に係る電算シス

テムの改修経費に対する国庫補助金で、１節社会福祉費補助金の障がい者総合支援事業

費補助金を１０４万５千円増額いたしております。こちらの補助割合については、２分

の１となっております。 

 次に、１６款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、補正額１千１９７万３

千円は、障がい者自立支援給付等事業に対する負担金で、１節社会福祉費負担金の介護

給付・訓練等給付費等負担金を１千１９７万３千円増額いたしております。なお、府負

担割合は４分の１となっております。 

 次に、２項府補助金、２目民生費府補助金、補正額１８５万３千円のうち、２節福祉

医療費補助金の乳幼児医療費公費負担事業費補助金１８万９千円は、子ども医療費助成

事業のうち大阪府の補助金の対象となる未就学児の医療助成費に対するもので、補助割
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合は２分の１でございます。 

 また、３節児童福祉費補助金の安心子ども基金事業補助金１６６万４千円の増額は、

児童虐待防止事業の児童家庭相談システムの端末増設等に対する補助金で、補助割合は

対象事業費の６分の５となっております。 

 健康福祉部所管の補正予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○村上まちづくり推進部長 続きまして、まちづくり推進部が所管します補正内容につい

てご説明申し上げます。 

 補正予算書の２２、２３頁をお願いいたします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ７款土木費、３項都市計画費、３目下水道費、補正額９５万９千円の増額、事業別区

分１、下水道事業会計繰出金事業、補正額９５万９千円は、令和５年度本町下水道事業

会計補正予算（第１号）でもご説明いたしましたとおり、新築住宅への下水道取付管整

備工事に必要な費用として、２７節繰出金９５万９千円を計上しております。財源とい

たしましては、全額一般財源でございます。 

 以上で、まちづくり推進部が所管します補正内容の説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○池田教育次長 続いて教育委員会所管の補正予算についてご説明を申し上げます。 

 まず、歳出から説明をさせていただきます。２４、２５頁をお願いいたします。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、事業別区分１０、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業で、補正額２千２３３万６千円の増額は、主に１８節負担金補助及

び交付金で、新型コロナウイルス感染症対策として、子育て家庭への経済的影響を考慮

し、学習に必要な費用を支援することを目的として、小中学校に在学する児童生徒、及

び令和６年４月に新小学１年生に就学する子どものいる世帯へ、給付対象者１人につき

２万円の給付金を給付するものとなってございます。２項磯長小学校費、１目学校管理

費、事業別区分１、磯長小学校運営事業で、補正額３４万７千円の増額。本事業は、新

型コロナ感染症対策に係る国の学校保健特別対策事業費補助金を受けて行うもので、１

０節需用費で、学校における換気対策整備のため、網戸の購入を行うものとなってござ

います。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りますが、８、９頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金、１節学校費補助金、１



－７６－ 

７万３千円の増額。これは小学校の新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校保健特別

対策事業補助金となってございまして、事業費の２分の１補助となってございます。 

 以上、令和５年度太子町一般会計補正予算（第９号）の歳出歳入の全ての説明とさせ

ていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○斧田委員長 ただいま、歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 児童虐待防止事業ですけれども、専門職をまた増員とおっしゃっておられま

したが、どういうことをするのかということと、増員ということは、今何人かいて、増

やすということですか。 

○川久保子育て支援課長 職員の増員のご質問です。先ほどの部長の説明からもございま

したように、令和６年の４月からサポートプランというのをつくる必要が法の改正によ

って生じました。サポートプランと申しますのは、支援の必要なお子さんに対して必要

な支援ですとか、あと今後の見通しですとか、サポートプランの見直し時期などを記し

たものになります。そちらのほうを、今の段階でサポートプラン作成者というのが３０

０件ぐらいいるのではないかというところで推計しておりまして、そのため１名の職員

の増員をお願いしているところです。現在も今いる専門職に加えて、その増員した職員

で対応していくというふうになっております。 

 以上です。 

○西田委員 続けて、子ども食堂ですけれども、６月議会で１５０万円、３団体分ついた

のが１団体ということですね、５０万円ということは。これは団体に対しても５０万円

をぱんと渡すのか、実績に見合って渡すのか。３団体動いていたけど、２団体、やっぱ

りコロナの影響もあって中々活動に踏み出せないということも聞きましたけれども、動

いている団体さんもコロナ前と同じだけやっているのかどうかというのもちょっとよく

分からないので、お金の出し方はどうなっているのでしょうか。 

○川久保子育て支援課長 子ども食堂の補助金の件なんですけれども、当初３団体把握し

ておりまして、そのうち１団体から申請がございまして、既に５０万円を交付させてい

ただいています。使い方なんですけれども、年度末までに活動をされた実績を出してい

ただいて、実績額が５０万円を超えてくるようでしたら、そのまま５０万円受け取って
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いただく形になります。事業を継続した結果、そこまでいかなかったというところであ

れば、その分を返金いただくような形にさせていただいています。今のところ、申請い

ただいた団体さんは週１回程度の活動をされているというところで、例年どおりの活動

をされているというところで聞いています。 

 元々把握しておりました２団体なんですけれども、１団体のほうはちょっと、ハイリ

スク施設というところで活動を休止されています。もう１団体のほうは、７月末の時点

では、コロナの感染状況を見て再開するかどうかというのを判断するというところでし

た。８月１０日まで申請期間を設けていたんですけれども、それまでに申請がございま

せんでしたので、１団体で確定ということになっております。 

 以上です。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（博）委員 ちょっと確認なんですけれども、小中学生子育て応援緊急給付金２万

円、これは全ての小中学生に頂けるということでいいのでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 対象の範囲なんですけれども、基準日、令和６年

２月１日時点におきまして、本町に住所を有する小学生、中学生及び令和６年４月に小

学校に入学するお子さんのいる世帯となってございます。よって、町内在住の市立小学

校、中学校、また他の公立中学校に通う児童生徒も対象となります。 

 以上です。 

○嚨本（博）委員 小学校何名、中学校何名という形は分かりますか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 人数なんですけれども、小学１年生から、すみま

せん、ちょっと合計になるんですけれども、小学１年生から中学生で約１千人でござい

ます。また、小学校、新入学生で約１１０名を見込んでございます。 

 以上です。 

○嚨本（博）委員 これの給付は年内でいけるということでいいのでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 支給の予定なんですけれども、３月中旬を予定し

てございます。できる限り早急には支給はさせていただく予定はしておるんですけれど

も、人数がかなり多いということで、３月中旬を予定してございます。 

○嚨本（博）委員 ありがとうございました。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 三世代近居・同居のところでちょっとお伺いしたいんですけど、この制度が
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始まって何年か経つんですけど、実績と今年度の見込みのところ、これがどういう推移

で来ているのか教えていただけませんか。 

○小泉企画担当課長 三世代同居・近居の補助制度の実績なんですけれども、令和３年度

から申し上げますと、令和３年度で、住宅取得に関しては８件、リフォームに関しては

２件でございました。昨年度に関しては、住宅取得が１８件、リフォームが１件です。 

 今年度の申請状況ですけれども、既に予算額満額の申請件数をいただいておりまして、

現在は更に事前相談という形で住宅開発等がございますので、その関係で相談が１５件

ほど既に寄せられておりますので、見込みとしましては、今回補正予算を上げさせてい

ただいているのは、５０万円掛ける２０件を見込んでいるという形になります。 

 以上です。 

○村井委員 住宅取得補助金ということで、私の周りの住民さんでも受給していただいて、

有効に活用されて、評価いただいている声もあるんです。 

 ただ、やっぱりその次というところで、例えば何か工夫しながら、例えば自治会、町

会のところとか、例えば私、Ｕターンという表現になるのか、Ｉターンという表現にな

るのか、ちょっとその辺いろいろなケースがあるかと思うんですけど、太子町にお住ま

いしていただくというところで何らかのアンケートにご協力いただけるとか、そういう

ところにつなげたら、次のまちづくり、ここへつながるんじゃないかな、施策展開につ

なげていけるのではないかなとかいうふうなことも思うので、それだけ受給実績がある

んだったら、やっぱりちょっと受給していただいて有効に活用していただく、その次の

検討もしていただけたらなと思うんですけど、その辺のお考えがあれば教えていただけ

ませんか。 

○小泉企画担当課長 ありがとうございます。現在のところ具体的なプランというのは持

ち合わせではいないんですけれども、今いただきましたとおり公民連携という視点で、

不動産の開発業者さんであるとか、そういった業者さんとの協力も念頭に検討を進めた

いと思います。 

 以上です。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○森田委員 さっきの䭜本君の関連ですけれども、２万円支給、これはプッシュ型ですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 プッシュ型でございます。令和５年１０月分の児

童手当の受給の際に使用しております口座に振込をさせていただきます。よって、原則
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手続きは不要となります。 

 以上です。 

○森田委員 だから、今回には関連ないのか知らないけれども、今新聞紙上で７万円を年

内支給するとか公明党とか言っておられるのだけれども、これはプッシュ型でやるわけ

ですか。 

○嚨本福祉介護課長 ７万円給付の支給の仕方でございますが、今、ちょっと調整中では

ありますが、本町の場合といいますか、今回要件がいろいろ課されておりまして、結果

的にちょっとプッシュ型は難しいなというふうなことで今進めております。３万円のと

きと同様に確認書という形になるかと思うんですけれども、一旦ご返送いただいて、そ

こからの給付というような形で進めております。 

○森田委員 今までどおり確認だけれども、確認する書類は該当する方にみんな送るわけ

で、それで送って、要らん人というのは何人かいるのか知らんけれども、それを確認し

てから給付するという格好だけれども、だから、郵送で送って、返答をもらって、そこ

から入金するんじゃなしに、これもやり方としたら全部にプッシュ、入金して、実際、

今、所得も結構上がって、要らないという人がおれば返してもらうというような方法で、

なるべく早いこと給付するという方法はあかんのですか。 

○嚨本福祉介護課長 原課のほうでも最短の支給というのをどうすればというところでち

ょっと検討しておるんですが、１つ、また追加のときにでもと思っていたんですけれど

も、補正のときに。扶養されている方の確認というのが、どうしても本町の保有してい

るデータ上確認が取れない場合がございまして、例えばおじいちゃんおばあちゃんが太

子町に住まれて、羽曳野の息子に扶養されているという世帯で、おじいちゃんおばあち

ゃんの世帯は非課税ですというところで、非課税世帯としては、データはもちろん太子

町は保有しておるんですが、羽曳野にお住まいの息子さんに扶養されているというデー

タを持ち合わせておりませんので、そこがちょっとネックになっております。 

 そういった世帯は今回７万円給付の対象から外しなさいということになっております

ので、そこの部分をやはりご本人さんに確認させていただく必要がどうしてもございま

すので、その部分でご本人さんからの返送が必要になるというようなところでございま

す。その返送期間も踏まえて、最短で支給できるように取り組んでおりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○森田委員 今説明されたのは本当に何人かということですわね。だから一般としたら、
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なるべくこういう給付金というのは早いこと配ったほうが効き目があるので、だから、

極端に言ったら全部に配って、まだ今説明した羽曳野の人だったらちょっと該当しませ

んので返してくれますかというぐらいのことができないのかな。 

○子安健康福祉部長 森田委員からご質問いただきましたように、こういったものについ

てはなるべく早くということで、我々もご存じのとおり、まだ予算化もできてない状況

ではございますけれども、業者と契約等の行為はできないんですけれども、ご相談申し

上げたりとか、また、福祉介護課の課内で職員間においてスケジュールの検討を行うな

ど、なるべく早く支給を開始したいということで、一定準備のほうは進めさせていただ

いております。 

 今ご指摘いただきました、全ての方に一旦給付して、その後返してもらったらという

ご提案ではありますけれども、我々、一定国のほうから補助金を頂いて給付をさせてい

ただく形となっています。したがいまして、国の要件、これを満たす形でないと補助対

象にも当然なってこないわけですので、そういった形の詳細については、まだ国のほう

からいただいてない、情報をいただいてない部分はございますけれども、これまでの間、

何年度かの給付の経験、あるいは国のほうではＱＲコードを使ったファストパスという

形で給付はできないかというようなことも新聞紙上には載っておりまして、その点につ

いても業者のほうと協議はさせていただきました。ただ、それに関しても、そのファス

トパスという形を取って、それを本町の給付のシステムにデータを取り込む、それによ

って更に時間がかかるというようなことも業者のほうからいただいておって、現在検討

している中では、従来からの方法でやらせていただくのが、結果的には一番早く支給が

開始できるというふうに考えております。 

 ご指摘いただいていますように、一日も早く給付のほうは開始できるように、職員と

しても頑張っていきたいと思っておりますので、何とぞご理解いただきますようお願い

申し上げます。 

 以上です。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援、金剛バスがやめちゃうので減額とい

うことなんですけれども、これ、全く使ってなかったんですか。 

○西本秘書政策課長 使用しておりませんでした。 

○西田委員 それは期限があるのかしら。これを、今度また近鉄バスに走ってもらうじゃ
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ないですか、そっちに使うということにはならなかったんですか。 

○西本秘書政策課長 はい。一旦今回これで減額させていただくことになります。 

○西田委員 この支援、だから、制度を使うことができなく、期限があってできなくなっ

たからということなんですか。 

○西本秘書政策課長 今回のこの事業につきましては、現在町内で運行している事業者に

対する補助制度でございますので、そういった意味で対象の事業者がまだ入っていない、

実施されていないということで、それに伴いまして、今回これを減額するものでござい

ます。 

○西田委員 現在の金剛バスは分かるんですけれども、次、間髪入れずに２１日のが決ま

っているじゃないですか。それ、だから事業者が変わってしまうとか、あるいは４市町

村で動かしているからあかんの。そういう形態が変わったからもう使えないのか、それ

とも、こういう申請する時期があるから、金剛バスに使えないからといって、よそに使

えないのか。どういう減額なのか、もう少し丁寧に言っていただけませんか。 

○西本秘書政策課長 こちらについては、令和５年度の補助制度なんですけれども、過年

度の走行の距離との燃料高騰分、町内で走っている部分での燃料高騰分の差額を支給す

るという形になりますので、新たに今回近鉄バスが導入されますが、近鉄バスについて

はこれまで町内を走っておられませんので、そういった意味でも減額、今回この事業で、

今回のこのタイミングで減額させていただいております。 

○西田委員 距離は金剛バスから引き継げると思うんですけれども、バス会社が変わった

ら絶対駄目ということですよね。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 マイナンバー関係のことでは反対討論もしましたけれども、そこでちょっと言わせて

もらったのが、今回戸籍に記載されている氏名の振り仮名、これを打っていくというこ

となんですけれども、最初どうされるのかちょっとよく分かりませんが、１年経過した

後は、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、一般的な読み方を記載するこ

とも可能としているということなんですけれども、それじゃ本当、命名権、人格権、ど

うなのと思うんですが、氏名の振り仮名を打つに当たって、太子町としてどうしていく

んですか。勝手に打つのか、確認するのか、どうやっていく予定になっているのか教え

ていただけますか。 
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○木村住民人権課長 作業方法につきましては、まだ詳細は来ておりませんが、まず戸籍

側か住基側からデータを吸い上げまして、本人さんに通知しながら進めていくという大

きなことぐらいしか分かっておりませんけど、そういう形で進めさせていただきます。 

○西田委員 本人に通知ということは、全住民さんにまたそういう通知する作業があると

いうことなんですか。 

○木村住民人権課長 恐らく太子町に本籍地がある方に対して通知していくというような

作業となっております。 

○西田委員 恐らくとか、ちょっと分からないことが多いみたいなんですけれども、これ

をやらなければならないというのはいつぐらいからなんですか。 

○木村住民人権課長 作業の実施時期につきましては、来年度を予定しております。来年

度の予定です。 

○西田委員 また仕事が増えると思うんですけれども。また来年度と今おっしゃいました

けど、来年度になったらまた選挙もあるじゃないですか。これ、振り仮名を送って、違

いますと言われたらまた変えて、本当にこれでいいんですかまで言わなあかんのだろう

ね、ちゃんと。そう思ったら、また仕事が増えると思うんですけれども。 

 本当大変と思いますが、人が必要かなと思うんです。なので職員、人件費のほうをお

尋ねしたいんですけれども、職員さんが中々、町村、またこの南河内の大阪の端のほう

に職員さんを確保するのは、町村のみならず市も苦労されていると思うんですけれども、

そうしたら、やっぱりせっかく太子町に入ってくれた職員さんが定年退職まで全うして

もらえたらうれしいなと思うんですが、今回の主な減額の要因の中に、年度途中の自己

都合退職者２名ということだったんですけれども、入ってすぐの人なのか、これまでも

頑張ってきて間際の方なのか、これからという脂の乗り切った中堅の方なのか、どうい

った自己都合者なのでしょうか。 

○西本秘書政策課長 年齢的には高齢の方になります。 

○西田委員 もったいないと思いませんか。最後まで全うしたら、今、最終６５歳まで働

かなあかんところまでいくと思うんですけれども、人が足らん足らんと言うんだったら、

いろんなノウハウを持って定年に近い人ということなのかなと思うんですけれども、辞

めていかれるのはつらいと思うんですけれども、そういうときに引き止めとかはやって

いるんですかね。 

○西本秘書政策課長 ちょっと聞き取りにくかったんですけど、申し訳ございません。 
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○西田委員 引き止めたりとか、考え直してくれるようにとか、声をかけたりもしている

んですか。 

○西本秘書政策課長 引き止めということのご質問でございますが、今回自己都合による

退職者の方、２名おられましたけれども、各々聞き取りといいますか、要因がございま

して、１人については職場になじめない、慣れない、そういったことなんですけれども、

もう１人の方についてはご自身の生活設計を、将来に向けての、高齢の方ではあります

けれども、将来に向けての生活設計を考えたというところのお話は聞いております。 

○西田委員 それもありながら、また病気休業の方もいらっしゃったりとかして、だけど、

職員さんがそんな増えてなくて、毎月のように職員さんの配置といいますか、それが変

わりますというような紙が届いて、貼り直しているんですけれども、病気休業が多いと

か、今なじめないとかありましたけれども、そういうときに秘書課として、職場環境と

はどうなのかとか考えることはあるのでしょうか。 

○西本秘書政策課長 今、病気休業というところも、お二人の方がおられるんですけれど

も、お一人の方についてはご自身の体の関係ということで、職場環境とは直接は関与、

関係がないのかなというようなところは聞き取りの中では考えておりますが、いずれに

しましても、これまでも、いわゆる仕事がしんどいといいますか、そういったところで

病気休業された方は確かにおられましたので、そういったところは、仮にそういうふう

な状態になれば、過去にもまた、今年度もですけれども、お医者さんのほうにご本人の

状態を聞き取りに行かせていただいて、復帰するにはどのような形で迎え入れればいい

のかというふうなところはお医者さん、先生とも相談させてもらいながら、対処といい

ますか、そういったところには努めておるところでございます。 

○西田委員 職員さんを大切にするという意味では、病気休業をされる方はゆっくり体が

回復するまで休んでくださいと言ってあげるべきですし、育児休業者、本当に子どもに

接する時間を十分取って、また職場に帰ってきてねと言ってあげたらいいと思うんです

けれども、そういうときに職員さんが足らんということで、どうしても現場で働いてい

る人に負担がかかると思うんです。その休業であったりしたときの、急に辞めたときに

対してとか、職員さんを増やす手だてというか、本当に兼務で乗り切ろうというのはち

ょっとしんど過ぎると思うんですけれども、そういう手だてを常に取った上で人が入っ

てこないという状況になっているんですか。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるように中々兼務というのは職員の負担にもなる部分がご
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ざいますので、難しい部分はございます。基本的に、例えば産休育休であるとかという

場合には、事前にある程度把握できますので、会計年度さんでの対応というのが基本で

考えております。 

 ただ、今おっしゃる病気休業につきましては、いつまでというのが、予定のところで

見えてまいりませんので、そういった意味で中々代替の職員、会計年度さんを含めて、

入れるのが、投入するのが難しいといいますか、その調整が非常に見極めが難しいとこ

ろがございます。そこについては、それぞれ対象課と協議を重ねながら対応していく必

要があるのかなというふうに考えます。 

○西田委員 コロナの影響はとてもあったと思うんですけれども、職員さん、本当に忙し

くされているように思うんです。プラス、コロナ今度明けたら、本当に土日というたら

イベントだらけ。イベントに出ていった、そしたら代休、有給取れていますかという質

問をしましたけど、代休をもらっても、有給も消化できないのに代休が消化できるわけ

もなく、そういう働かせ方をずっとずっとしていったら、それは疲弊してしまうと思う

んです。 

 本当に今、人が足らないのと違いますか。ちゃんときっちり、これだけの人数が要る

というところを把握して積み上げていかんと、本当に役場がきっちり動いていなかった

ら、一番不利益を被るのは住民さんだと思いますので、本当に人のことはしっかり手を

入れていただきたいと思いますので、これからまた次年度の職員体制もつくっていかな

あかんと思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますので、要望しておきま

す。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 西田委員の関連になるかと思うんですけど、職場環境というところで、先日

もこの会議の場で、あと余談的にちょっとお声を聞いたり、私も日頃庁舎に行っていて、

この庁舎のエアコンの温度設定の話で、実際に１階、２階、３階、４階と、いろいろな

ケースがあったり、特に今年なんか寒暖の差が激しいので、どうも私もちょっと聞くと

ころによると、寒い寒いという職員さんの声が私どもに届いているんです。実際、職員

さんの環境じゃなくて、来庁していただく住民さんというところのことも大いに関係し

てくると思うんです。 

 だから、その辺のところは、私的には臨機応変に、階層によったり、午前中、午後に

よったりで、手っ取り早くそういう職場環境の改善というところのことは改善していっ
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たらどうなんだろうなと思っているんですけど、その辺のお考えがあれば教えていただ

けませんか。 

○小南総務財政課長 空調等の環境設定の件なんですけれども、一定事業所の管理のほう

では、労働環境で冬季ですと１８度以上という温度じゃないと駄目というような形の取

決めがございます。したがって、現在空調の設備、冬季の温度設定は２０度以下という

形でちょっと運用を行っております。また、事務所の部分に関しましては、それぞれ主

立った場所に温度計等を設置しておりまして、２０度設定で運用した場合でも、１８度

を下回る場合にはまたこちらで制限を解除するような形の対応を取っております。 

 ただ、そちらの今、委員もおっしゃいましたように、来庁者の方々との健康面とかも

ございますので、また、そこの決まり一辺倒ではなく、運用面でちょっと全庁的に検討

をさせていただいて、また今後運用を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○村井委員 やっぱり働きやすい環境づくり、それと１階のところに関しては、緑の回廊

を含めたところの住民さんに集っていただきやすい、もしくは来庁していただいたとき

のイメージを変えていこうというところで、正面玄関のところの改修というのは計画に

あったかと思うんです。 

 ただ、これもまたちょっと余談というか、関連の質問になって、予算書のところには

直接出てないんですけど、最近、これは大変喜ばしいことだと私は思っているんです。

太子の森を含めて、前のイベント広場を含めて、夕方３時以降になってきたら、小中学

生の子どもたちとか青年が集ったり、にぎやかな声がして、やっぱり子どものにぎわい

というのはまちづくりの活力になるんだなといったことの実感もあるんですけど、ただ、

やっぱり交通安全対策というのか、事故防止策みたいなところを何かやっておかないと、

事故とかが起こる可能性があるのじゃないのかという、私は懸念をしておるんですけど、

その辺のところ、何かやっていこう、もしくは何かそういう、ちょっと危ないなという

ふうな認識があるのかないのか、またあるならば、これから何かやっていこうという、

対策をしていこうというお考えがあるのか、教えていただけませんか。 

○小南総務財政課長 おっしゃっていらっしゃいます児童のイベント広場での一時集まっ

た時期というのが一月ほど前ぐらいの時期のことかなと思うんですけれども、庁舎管理

のほうにも、車道に飛び出したりとか、そういう形でちょっと危ないという形のお声を

いただきまして、職員のほう、子どもさんに注意したりとかいう形では、ちょっと指導
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じゃないですけれども、注意をさせていただくような形を行っておりました。 

 あの時期、毎日のようにお子さんが集まっていらっしゃったので、本格的に、極端に

いうとイベント広場での球技とか、そういうのも行っていましたので、そこら辺の運用

を検討して、場合によってはボール遊びに関してはやらないような形でお願いをという

ような形で検討していたんですけれども、ちょうどあの時期が学校の短縮授業があった

らしくて、その後に皆さんお集まりになるという形の話を聞いておりましたので、ちょ

うど詳しく聞いた段階がその短縮授業の最終日でしたので、今後、使用頻度を見てから

また再度検討しようかという形で現段階で終わっております。 

 ただ今後、おっしゃっていますように、そこで遊ばれる子どもさんが増えて、確かに

危険な状況という形になりましたら、施設管理者としても使用状況の管理とか、注意を

するとか、そういう形での検討が必要かなと今、現段階では思っておりますけれども、

まだ結論には達しておりません。 

○村井委員 使用されるところの方に規制というところのことはあんまり好ましくないと

思うんです。太子の森に関しては、１階の談話ルーム、あそこの活用というのは、みん

な小学生、毎日夕方になったら、みんなで一緒に宿題やっていますわ。おやつを食べな

がらもありますけど。奥の自習室に行ったら、今、シーズン的に受験生が数名も、私が

拝見したときはしっかり受験勉強されています。うまいこと使ってくれているんです。 

 さっきの、前の温度管理のところでも言いましたけど、１階の緑の回廊のところと一

緒ですわ。太子町役場というイメージを変えていかないといけないので、今までの役場

じゃなくて、子どもたちが集っている役場というのは、まちの活力なので、やっぱりそ

ういうところの次の世代、次の太子町を担ってもらう若者がそこに、太子町役場という

ところのことにイメージを変えてもらうことによって、また数年先の太子町の明るいビ

ジョンも描けるかもわからないので、その辺のところはウエルカムウエルカムでいろい

ろ勉強したり、遊ぶところの頻度も今、課長おっしゃったようにボール遊びとか、そう

いうところはちょっとごめんねということになるのかもわからないんですけど、飛び出

しにくい施設、もしくはドライバーから視覚しやすい環境づくりというのを、認識しや

すい環境の整備というのは、これは必要だと思うので、その辺、力を入れてというか、

早急に取り組んだほうがいいと思います。要望として、すみませんが、お願いしておき

ます。 

○斧田委員長 ほかにございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○斧田委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○斧田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第４２号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○斧田委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４２号、令和５年度太子町一般会計補正予算（第９号）は原案どおり

可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 これにて委員会を閉会いたします。 

 本日はお疲れさまでした。 

午前１０時３５分 閉 会 
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